
目黒区教育委員会では、小・中学校における通常授業内のティームティーチングにおける支

援や小学校入学後の児童の生活面・学習面の支援等を行う学校教育支援員を募集いたします。 

なお、本支援員の新設に伴い、学習指導員及び小１学級支援員については廃止となります。 

１ 名  称  学校教育支援員（登録制・有償ボランティア） 

２ 登録期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

３ 応募資格 

原則、教員免許等（※）を保有する者。 
免許保有者以外も応募可能。ただし、免許保有者とは謝礼単価が異なる。 

（※）小学校教員免許、中学校教員免許、幼稚園教員免許、保育士免許 

４ 活動内容 
（１）小・中学校におけるティームティーチング等による授業支援 

（２）中学校における放課後学習及び土曜日の補習教室の支援 

（３）小学校入学後の小学１年生の児童が学校生活に早く対応できるようになることを目的と

した、生活面・学習面における支援 

（４）上記に掲げるものの他、小・中学校における教育活動として学校長が必要と認める活動

に対する支援 

※具体的な活動内容については、上記のうちから各学校と調整の上で決定することとなります。 

５ 活動条件 

（１）活動時間等：活動していただく時間・曜日・時期等は、活動先の学校長が学校の事情に応 

じて割り振ります。 

（２）活動場所 ：目黒区立小・中学校 

（３）謝  礼 ：ア 教員免許等保有者 １時間２,０００円（交通費支給なし） 

         イ 上記以外     １時間１,５００円（交通費支給なし） 

６ 応募方法 

封筒に「学校教育支援員希望」と明記し、提出書類を郵送又は持参してください。また、他

の支援員（観察実験支援等）と複数登録の場合は、履歴書にその旨記載してご提出ください。 

（１）提出書類（応募書類は返却いたしません） 

ア 専用履歴書（区ホームページからダウンロードもしくは教育指導課において配布） 

イ 免許状の写し（免許状の写しが提出できない場合は「保有なし」として取扱います） 

（２）募集期間 

令和８年２月６日（金）【必着】 

（３）提出先 

〒153-8573 目黒区上目黒２－１９－１５ 

目黒区教育委員会事務局教育指導課指導事務係 

☎03-5722-9312（直通） FAX.03-3715-6951 

７ 活動に至るまで 

①申込→②書類審査→③名簿登載→④各学校から打診→⑤学校長面談→⑥採用→⑦活動開始 

※登録は学校での活動をお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。 


